
【募集期間】

【募集方法】
　電子申請、郵送、ファクシミリ
【募集結果】

いただいたご意見・ご提言（要約） ご意見等に対する考え方

基本理念「緑に包まれた文化公園」（P28）・・・・園内マップ
　　・万博公園の範囲と基本理念
　　　　　・外周道路外側も含んで万博公園である。
　　　　　・基本理念の中には余裕のある空間が一番必要で一番大切にするべきものである。

日本万国博覧会記念公園は、公園外周道路外側の園地を含め、約258haの広大な敷地を活用した「緑に包まれた文
化公園」として整備が進められてきた公園です。
いただいた内容については、ご意見として承ります。

万博外周道路と周辺道路の交通渋滞の解消
　　　・万博外周道路と周辺道路に頻繁に交通渋滞が起こっている現状認識を把握してもらいたい。
　　　・交通渋滞の解消は「活性化に向けた将来ビジョン2040」の前提条件となるべきである。
　　　・「さらなる活性化に向けて」又は「目標１（基本方針）、目標３（基本方針３）」に下記を追加する。
　　　　　　　　　「万博外周道路と周辺道路の交通渋滞の解消に取り組む」

いただいた内容については、ご意見として承るとともに、関係部局にお伝えさせていただきます。

ゾーニングの再確認（P30）スポーツレクレーションゾーン
　　　・万博周辺活性化事業の範囲
　　　　　　・外周道路外側
　　　　　　　　　・中学校、高校の環境を守るためのも緑地帯で残すべきである。
　　　　　　　　　・外周道路と住宅地の間は、万博公園の緑地帯として用地買収に応じてきた。
　　　　　　　　　　　　万博公園として先祖伝来の土地を提供した人は現状を嘆く。
　　　　　　　　　・エキスポシテーへの交通渋滞緩和策に緑地帯と一体になった形で整備してもらいたい。
　　　　　　・万博外周道路外側その他の範囲
　　　　　　　　　・外周道路外側と中央環状線との間の竹林が入っていない。
　　　　　　　　　　　　・万博公園の一部である。
　　　　　　　　　　　　竹林を整備して環境を守るべきである。

各ゾーンの性格を明らかにするため、現況の土地利用をもとにゾーニングの再確認を行ったうえで、新たに目標と基本方
針の実現に向けた取組みが展開される主なエリアを設定するものです。なおこのゾーニングは、取組みが行われる場所を
制限する趣旨のものではないため、実際の取組みは具体的な内容に応じて、園内の適切な場所で展開されることとなりま
す。いただいた内容については、ご意見として承ります。

1目標１に関して、多様な人々が交流するものとしては音楽興行やスポーツ、MICEなどがあげられると考えます。
そこで2027年開業のアリーナに加え新しい整備が必要ではないかと考えます。例えば、万博記念公園東の広場に関し
て、富士急ハイランドコニファーフォレストのように大規模イベントなどの興行が立て続けに開催することが可能な場所にす
る、また広範囲からの集客のために高速道路に近いという立地を生かしバスターミナルなどの整備を行うと良いかと愚考し
ます。

万博記念公園駅前周辺地区活性化事業については、「大規模アリーナを中核とした大阪・関西を代表する新たなスポー
ツ・文化の拠点づくり」をコンセプトとして取組みを進めています。いただいた内容については、ご意見として承ります。

32ページ「取組みの方向性」について

「バリアフリー化、ユニバーサルデザインの導入等」とあるが受動喫煙対策も盛り込まれたい。
現状、JTが寄贈した煙ダダ漏れ喫煙所が各所に設置されており、周囲へ受動喫煙が生じている。
とてもじゃないが「いのち輝く未来社会のデザイン」とはいえない。
喫煙所は全て撤去し、敷地内全面禁煙とすべきだ。

万博公園においては、園内に81ヶ所あった喫煙場所を15ヶ所に削減（うち１ヶ所にはパーティションも設置）し、人が集ま
りやすい場所を禁煙エリアとし、受動喫煙の防止に努めています。いただいた内容につきましては、今後の取組みを進めて
いくうえで、参考とさせていただきます。

目標１・基本方針１

「日本万国博覧会記念公園の活性化に向けた将来ビジョン2040（案）」に対する府民意見等の募集結果

　日本万国博覧会記念公園の活性化に向けた将来ビジョン2040（案）（以下「本ビジョン」という。）に対するご意見等を募集した結果、５名の方から16件（うち意見の公表を望まないもの0件）のご意見・ご提言をいただきました。寄せられたご意
見等の概要と、これに対する大阪府の考え方は次のとおりです。
※いただいたご意見等については、趣旨を損なわない範囲で一部要約・抜粋しています。

　令和４年9月22日（木曜日）から令和４年10月24日（月曜日）まで

ゾーニングの再確認と取組みエリア

さらなる活性化に向けた考え方



箇所：28ページ　（１）さらなる活性化に向けた考え方　目標３
意見：「世界に誇る文化・スポーツ拠点の形成」を「世界に誇る文化拠点の形成」に改める。以下、「スポーツ」という文言
を全て削除する。
理由：スポーツは勝ち負けにこだわり、一部の者しか賞賛されないという側面を有するため、削除すべきである。
また、スポーツ事業に関する、これまでの実績（数字）が示されていない。これは、スポーツが無くても、何も困らないことを
意味している。

万博公園は多くのスポーツ施設を有しており、万博公園の資源と捉えていることから、文化・スポーツという表現をしていま
す。

基本方針３（P35）文化スポーツの拠点として・・・新しいライフスタイルを体験できる公園
　　　　・緑に包まれた公園で・・・就労等複合用途による新しいライフスタイルが体験できる文化・スポーツの拠点とし
て・・・
　　　　　　　・「就労等複合用途による新しいライフスタイル」の意味が分からない。
　　　　　　　・スポーツレクレーション地区建築制限条例に抵触しないような抽象的な文章したのか。
　　　　　　　・「遊ぶ」「働く」「暮らす」が検討の原点ではないのか。
　　　　　　　・現在、公募で検討されている共同住宅も就労等の中に入るようにしたのか。
　　　　　　　・実際は、「就労等複合用途」に「暮らす」機能が入っているのではないか。
　　　　　　　・はっきりと共同住宅は入っていないと明記すべきである。
　　　　・公園に共同住宅を建てて住む。こんな事例は聞いたことがない。
　　　　　　　・大阪府内の公園にあるのか。
　　　　　　　・公園名を明記して説明してほしい。
　　　　・「就労等複合用途による」を「就労による」にしてもらいたい。

基本方針３においては、公民連携等により、緑に包まれた公園でレクリエーション、健康づくり、ショッピング、教育、就労等
複合用途による新しいライフスタイルが体験できる文化・スポーツの拠点として、これまでにない新しい公園づくりを進めて
いくこととしています。
また、取組み方向性Kにおいて、万博記念公園駅前周辺地区活性化事業の推進 ・ 連携等を通して 、 これまでにない
新しい交流交歓のあり方を探る先進的エリアとして、新しいライフスタイルを体験できる拠点づくりに取り組むこととしていま
す。
いただいた内容については、ご意見として承ります。

現状では万博記念公園とパナソニックスタジアムの間にしっかりとした歩行者の導線がなく、分断されているように見えま
す。なので、エキスポシティとスタジアムの間の回遊性を高める政策も必要かと考えます。

基本方針１において、「将来にわたり、すべての人が安心して快適に利用できる、多様性と調和に満ちた公園」づくりを進
めることとしています。いただいた内容については、ご意見として承ります。

旧大阪府立国際児童文学館に関しては利用の目処が立たないのであればもう解体するなりするべきだと考えます。非常
に景観を損ねています。民間へのプロポーザルも不調に終わったのであればもう無用の長物だと考えます。

現在、公文書館収蔵物の書庫として活用しています。本施設の有効活用について、今後も引き続き検討していきます。

2027年開業のアリーナについてもっと事業者からの情報発信が欲しいところです。魅力は伝えないと伝わりませんのでそ
こはぜひ事業者の皆さんに要請するといいと考えます。

いただいた内容については、ご意見として承るとともに、事業予定者にお伝えさせていただきます。

 大阪府市が進めている「副首都」についての記載が全く無いのはどうしてですか。
大阪が日本の副首都になれば、大阪そのものや大阪の公園を取り巻く状況も大きく変化するのではないでしょうか？
副首都になっても、大阪には何の変化も無いのですか？

本ビジョンは、長年にわたって守り育まれてきた万博のレガシーを次世代にしっかり継承していくとともに、大阪万博を記念
する緑に包まれた文化公園として、国内外に広くその魅力を伝え、より多くの方に利用していただけるよう、未来を見据
え、大阪府の取組みの基本的な考え方を取りまとめたものです。いただいた内容については、ご意見として承ります。

ロードマップに「IR開業」との記載はあるが、社会的な変化の中にも、他の文言にも、カジノのカの文字も無いのはヘンだと思
います。
カジノのことを記入すると府民に対してまずいという判断でしょうか。
まずくないのであれば、2025の大阪万博の記載レベル並みに、「IR開業」でIRの中身をもっと具体的に記入して、ギャンブ
ル依存症が増加する可能性などのリスクも考えながら、大阪府の取るべき方向性を考えるべきではないでしょうか？

本ビジョンは、長年にわたって守り育まれてきた万博のレガシーを次世代にしっかり継承していくとともに、大阪万博を記念
する緑に包まれた文化公園として、国内外に広くその魅力を伝え、より多くの方に利用していただけるよう、未来を見据
え、大阪府の取組みの基本的な考え方を取りまとめたものです。いただいた内容については、ご意見として承ります。

指定管理者制度の期間を10年から20年に伸ばすべきだと思います。民間活力の導入にはこれくらいの期間がないとリ
ターンが得られないと思います。

いただいた内容につきましては、今後の取組みを進めていくうえで、参考とさせていただきます。

「（１）社会状況の変化と求められる対応」の中に、ギャンブル依存症の影響など、社会状況の大きな変化と考えられる可
能性の高い大阪のカジノ構想について、一切記入されていないことはとても良いと思います。
大阪府民の大半が反対しているカジノこそ必要悪なので、2040年のビジョンの中に含まれていないことはとても素晴らしい
と思いました。
2040年までに大阪にカジノができないことを心から願います。

本ビジョンは、長年にわたって守り育まれてきた万博のレガシーを次世代にしっかり継承していくとともに、大阪万博を記念
する緑に包まれた文化公園として、国内外に広くその魅力を伝え、より多くの方に利用していただけるよう、未来を見据
え、大阪府の取組みの基本的な考え方を取りまとめたものです。いただいた内容については、ご意見として承ります。

「日本万国博覧会記念公園の活性化」は、大阪にとって素晴らしいことだと思います。
公園が活性化することで、コロナや物価高で廃業続きの冷え切った大阪の経済を少しでも活性化することにつながると思
います。
IRのようなギャンブルに大阪が依存するのでは無く、自立的な活性化を期待します。

本ビジョンは、長年にわたって守り育まれてきた万博のレガシーを次世代にしっかり継承していくとともに、大阪万博を記念
する緑に包まれた文化公園として、国内外に広くその魅力を伝え、より多くの方に利用していただけるよう、未来を見据
え、大阪府の取組みの基本的な考え方を取りまとめたものです。いただいた内容については、ご意見として承ります。

園内が広大なことから小型モビリティなどを活用するなどして利用者の利便性を図る他、空飛ぶクルマの発着地や実証実
験の場として一部空間を提供するなど産業の実証実験の場として活用するのはいかがでしょうか。

基本方針１において、「将来にわたり、すべての人が安心して快適に利用できる、多様性と調和に満ちた公園」づくりを進
めることとしています。また、大阪市、大阪商工会議所と連携した革新的な技術や製品・サービスの実証実験の場として
活用した実績もあります。いただいた内容につきましては、今後の取組みを進めていくうえで、参考とさせていただきます。

目標３・基本方針３

全体及びその他


